
倫 理

国際会計士倫理基準審議会（IESBA）
Stavros Thomadakis議長が語る
～職業会計士への信頼の再構築に向けた取組み～

座 談 会

はじめに

鈴木　 本 日はThomadakis議 長と
Siongテクニカル・ディレクターには、ご
多忙な来日スケジュールの中、座談会に
ご出席いただき、ありがとうございます。
お2人から国際会計士倫理基準審議会

（IESBA）の活動状況についてお話をう

かがい、かつ、意見交換できることを大変
嬉しく思っております。本日はよろしくお願
いいたします。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　私どもは日本に来るこ
とができて光栄に思っております。今回の
来日の主な目的の１つは、日本公認会計
士協会（JICPA）をはじめ、多くの利害関
係者と直接お話をして、より緊密な関係

本誌では、2015年10月7日、国際会計士倫理基準審議会（IESBA）のStavros 
Thomadakis議長とKen Siongテクニカル・ディレクターの来日の機会に、両氏
に加え、日本公認会計士協会（JICPA）副会長の鈴木昌治氏、倫理担当常務理事
の上林三子雄氏、IESBAボードメンバーの加藤　厚氏にお集まりいただき、座談会
を開催した。

座談会ではIESBAを取り巻く環境に対する議長の認識や、多くの利害関係者の
注目を集めている、違法行為への対応プロジェクトや長期的関与プロジェクト等の

進捗状況等について、活発な意見交換が行われた。なお、本座談会の内容をより理

解するためにも、議長来日直前の2015年9月にニューヨークで開催されたIESBA
会議報告を、本誌2015年12月号に掲載しているので、是非、ご一読いただきたい。
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を築かせていただき、我 I々ESBAと一緒
にIESBA倫理規程の普及につなげてい
くことです。このようにお会いできる機会
をいただいたことを大変嬉しく思っており
ます。IESBAにとって日本は極めて重要
な国ですし、JICPAのこれまでのIESBA
に対しての多大なるご理解とご支援に対
して厚く御礼申し上げます。また、我々の
倫理規程をアドプションしていただいてい
ることについても御礼申し上げます。
Ｓｉｏｎｇ　私も議長と同じ思いであり、国
際倫理基準としてのIESBA規程に対し
ての日本からの多大なる支援に対して感
謝しております。昨今のグローバル経済
の状況、また、日本はＧ20の加盟国の重
要な一員であるということからも、日本の
ような国からサポートをいただくことは極め
て重要なことでありますし、これまでのサ
ポートに対しても感謝申し上げます。本日
はよろしくお願いいたします。

IESBAを取り巻く環境

加藤　それでは、まず、IESBAの運営等
に関する全般的なことについて何かご質
問があればお願いします。
鈴木　近年、我々職業会計士や監査の
業界を取り巻く環境は、大きく変化してい
ます。そういった中で、IESBAの議長とし
て、IESBAが置かれている現状について
どのように認識しておられますか。

また、その認識の下で、議長としてどの
ようなお考えでIESBAを運営されている
のか、教えていただければと思います。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　おっしゃるとおり、大規
模な金融危機が起きてから、職業専門家
を取り巻く状況は大きく変わりました。世
界中で職業会計士に対して多大なる期
待が寄せられるようになり、職業会計士
に対する信頼の再構築の必要性も高まっ
ています。

これは、職業会計士がその業務を執行
するに足る能力を持っているかどうかとい
う意味だけでなく、誠実であるかどうか、
また、公共の利益に対して奉仕する信念
を持っているかどうかという意味での信
頼の再構築ということです。

我 と々しても、倫理規程とはこうした意
味で極めて重要なツールになると考えて
います。つまり、職業専門家に対しての
信頼を再構築するための戦略的なツー
ルでもあり、また、グローバルな環境の中
における職業専門家に対しての評判を高
めていくことにもつながると考えています。

そのため、IESBAにおいては様々なプ
ロジェクトを通じて、このような戦略を追求
するというアプローチをとっています。こ
れは倫理規程のさらなる拡大及び見直し
も含まれる一連のプロジェクトになってい
ます。

IESBAは非常にチャレンジングな難し
い課題を抱えていますが、一方で、我々に
は非常に有利な条件も揃っています。な
ぜなら、IESBAには、ここにいる加藤さん
をはじめとする優秀なボードメンバーが
18人もいるわけです。また、IESBAでは

様々なプロジェクトを推し進めており、現
在のところ、いずれもうまく軌道に乗って
いる状況にあるといえます。

ですので、目標としては2017年までに
はこれらのプロジェクトを通じて、全体的
な規程の改訂を行えるように作業を進め
ているところです。

また、IESBAでは、メンバーの交替プロ
セスに従い、2015年の12月をもって、ボー
ドメンバーの３分の１が交替し、新たなメン
バーが６人加わります。これにより、経験の
長いメンバーが交替することにはなります
が、新たに違った能力を持ったメンバーが
プロジェクトに対して新しい視点をもたらし
てくれるわけですから、弱体化というよりむ
しろ強化する機会になると思いますので、
我 に々とっては良いことだと思っています。
鈴木　どうもありがとうございました。是
非、IESBAの議長として、世界の職業会
計士が、市場関係者から信頼を得られるよ
うな良い活動ができる倫理基準を設定し
ていっていただければと期待しております。

IESBA倫理規程の世界に
おけるアドプションの状況
加藤　それでは具体的なテーマに入りた
いと思いますが、ご存知のように日本は
IESBA倫理規程をアドプションしていま
す。ところで、他の国や地域におけるアド
プションの状況はどのようになっているの
か教えていただけますか。
Ｓｉｏｎｇ　IESBAで設定された倫理規程
は非常に強力な一連の規程になっていま
すので、既に世界中の様々なところで広
範囲に採用されており、100を超える国
や地域において、国内規程として取り込
まれ、使われています。

我々が把握している限りでは、Ｇ20のう
ちの16か国においては既にアドプション
又は利用されているということでした。

多国間における監査業務については、

国際会計士倫理基準審議会（IESBA）議長
Stavros Thomadakis氏
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フォーラム・オブ・ファームズを構成してい
る27の大ネットワークのファームが、既に
この多国間の監査において倫理規程を
使うというコミットメントを表明しています。
上林　G20のうち16か国がアドプション
しているということですが、米国やカナダ
のような大国が、まだアドプションしていな
いことについては、どのようにお考えでしょ
うか。

また、それらの国がアドプションを進め
るための施策についてはどのようにお考
えですか。
Ｓｉｏｎｇ　倫理規程というのは、会計や監
査の基準とは少し違ったものだと思いま
す。世界中の様々な国や地域において、
いろいろな機関・団体が職業倫理や独立
性に対する責任を有している状況です。
会計や監査の基準よりも、IESBAの倫
理規程を全体としてアドプションする方が
難しい国や地域が世界にはあるというこ
とです。

例えば、米国においては上場企業の監
査における独立性の規程は、証券取引
委員会（SEC）及び公開会社会計監督
委員会（PCAOB）によって設定されてい

ます。これは、上場企業の監査に関する
基準の設定権限を米国議会から付与さ
れているのがSECだからです。非上場企
業の監査に関しては、米国公認会計士
協会（AICPA）が基準を設定することに
なっています。AICPAは、IESBAの倫
理規程と基本的にコンバージェンスをす
るというアプローチをとっています。

このように、米国では、法規制における
枠組みに特異的なものがあるため、こうし
たアプローチがとられています。

また、カナダの場合、職業会計士に対
してどのような基準を設定するかについて
は、米国との地理的な近さもあることから、
米国の制度と似ています。また、国際的
な基準の動向も斟酌しています。

現在では、IESBAの倫理規程とかなり
整合性がとれるぐらいの状況になってきて
います。しかしながら、監査クライアントに
対する非保証業務提供に関する規程に
ついては、IESBAの倫理規程というより
はSECの規程に似たものになっています。

我々の 希 望 的 観 測としては、今 後
IESBA倫理規程の構成の見直し・改訂
を進めていく中で、カナダもより国際的な
規程にコンバージェンスしてくれるのでは
ないかと思っています。

IESBAが現在進めている
プロジェクト
加藤　それでは次に、IESBAで現在進
行中のプロジェクトの全体的な進捗状況
と今後の見通しについて、ご説明いただ
きたいと思います。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　現在進行中の主なプ
ロジェクトには、次のものがあります。

倫理規程の構成見直し

違法行為への対応（NOCLAR）
長期的関与

セーフガード

パートＣ（組織内会計士の規程）の改訂

監査報酬（正規のデュープロセス不要）

これらのうち、違 法 行 為 へ の 対 応
（Non-Compliance with Laws and 
Regulations: NOCLAR）と長期的関
与の２つのプロジェクトについては、公開
草案に対してコメントを既に受領し、ボー
ドにおいて最終化に向けて審議をしてい
る段階です。

残りのプロジェクトの構成見直しとセー
フガードに関しては、2015年12月の
IESBA会議において公開草案を承認し、
コメントを募集する予定です。

また、パートＣのプロジェクトに関しては、
現在は公開草案公表のための最終段階
にあり、こちらも2016年以降には公表す
る予定です。
上林　今のお話の中にあった、倫理規程
の構成見直しプロジェクトについて、ほか
のプロジェクトにどのような影響を与える
のか、教えていただけますか。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　構成見直しのプロジェ
クトは、他のプロジェクトにも広範に影響
するものです。このプロジェクトは規程の
内容を変えるのではなく、規程の構成、
文言や表現、適用の仕方を変えようとい
うものです。例えば、要求事項と適用指
針が明示的に区別された上で、両者は近
い場所に記載されることによって、関連性
を分かりやすくしたいと考えています。

それから、基本原則や概念的枠組みア
プローチを参照する条文についても関連
性が分かるようになります。

ご質問である、この構成見直しプロジェ
クトによる他のプロジェクトへの影響です
が、例えば、セーフガードのプロジェクトに
ついては、今回の構成見直しプロジェクト
に従って、規程案の構成を起草していき
ます。

ほかの３つのプロジェクトに関しては、ま
IESBAテクニカル・ディレクター　
Ken Siong氏
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ず、現在の構成や起草方針で草案してい
きますが、最終化した後に、構成の見直し
をかけていきます。このように、これら一
連のプロジェクトが終了した時点では、全
てのプロジェクトで構成見直しがかけられ
ることになります。
加藤　例えば、NOCLARや長期的関
与、パートＣについては、最終規程は現在
の構成に従っていったん決めて公表し、さ
らに次のステップとして新しい構成でもう
一度最終規程を公表するという２ステッ
プを踏むことになるのでしょうか。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　そのとおりです。これ
は中身について再度公開草案を出すの
ではなくて、再構成だけのために公開草
案を出すものなので、より短期間で済み
ます。
加藤　なぜこういうことに関心を持ってい
るかといいますと、日本の場合はアドプ
ションしますので、まず、全てのIESBA倫
理規程を日本語に翻訳し、日本のルール
に取り入れるかどうかを検討することにな
ります。もし、現在の構成に基づいた最
終規程が公表されたときに翻訳すると、
この新たな構成の最終規程が出たとき
に、再度やり直しをしなければいけません。
二度手間を避けるために、日本としてはこ
の新たな構成による最終規程が出るま
で、アドプションを待つことになるのではな
いかと思います。上林さん、これでよいで
しょうか。
上林　そのとおりです。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　翻訳作業を２回行うと
いう問題があることは分かっています。

このプロジェクトの重要な点を強調して
おきたいのは、このような構成の見直しを
する理由は、使いやすく、翻訳もしやすい
ものにするためです。我々の希望として
は、現行の規程よりは今回の新構成によ
る規程の方が、翻訳する際もそれほど問
題となる事項はないだろうと思っています。

ですから、新構成による規程は、我 に々とっ
て、より世界中の広い地域においてアドプ
ションを促進するための戦略的なツール
になると考えています。

長期的関与

加藤　ありがとうございました。それでは、
次に長期的関与のプロジェクトについてう
かがいたいと思います。公開草案に寄せ
られたコメントの検討状況や今後の見通
しについてご説明いただければと思いま
す。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　長期的関与のプロジェ
クトは、独立性に対する阻害要因である
馴れ合いへの対応を検討するプロジェク
トです。我々が提案している規程の原則
は、Engagement Partner（EP：日本
においては筆頭業務執行社員としてい
る。）のクーリングオフ期間の長期化の必
要性を求めており、それによって監査業
務に新たな視点を持ち込むことができます。

上場企業やPIE（社会的影響度の高
い事業体）の監査において、EPの交替
制の改善が重要であると考える国や地
域が増えている傾向にあります。それは
規制当局のみならず、投資家であったり、
利用者であったり、様々な利害関係者に
とって重要な点です。

こうした傾向や需要が高まってきている
ことに対応するために、今回、規程を改
訂することを考えたわけです。そして、公
開草案を公表した結果、かなり多くのコメ
ントが寄せられていることについては我々
も留意しています。

IESBAの提案内容について説明しま
すと、EPについては、全PIEにおいてクー
リングオフ期間を現在の２年間から５年間
に延長しようと考えております。ただ、関
与期間を現在の７年間より短くすることは
考えていません。

それから、EQCR（審査担当者）につ
いて現在暫定決定しているのは、上場
PIEのみについてクーリングオフ期間を５
年間にして、非上場PIEは３年間にするこ
とです。ですので、公開草案と比べると
厳しいルールとなります。
上林　日本の個別事情になりますが、こ
の公開草案が出たときに、日本では相当
議論が沸騰しました。特に中小監査事務
所の影響が大きく、関係者の反応は相当
なものでした。

その理由は、EPのクーリングオフ期間
が２年間から５年間になるために、人的リ
ソースが少ない中小事務所には相当影
響があるためです。

そこで我 と々しては、適用時期を２年間延
長してほしいというコメントを出しましたが、
それについてはどのようにお考えですか。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　そういった懸念を抱え
ていることは分かります。

これは日本だけでなく、他の国や地域で
も同様の問題があります。

IESBAはこれまでも常に中小事務所
に対して感度を高く保ってきましたし、我々
の原則へのコミットメントについても同様
です。つまり、全ての企業の監査に対し
て、また、全ての監査事務所に対して、そ
れぞれの規模や特性に関係なくこのルー
ルを設けるという原則が、結局のところは
皆の利益になると信じています。もし、特
別なルールや例外を中小事務所のためだ
けに設ければ、いわば第二級の監査人を
創り出すことになります。それは職業専門
家としての信頼や評判といった問題が出
てくることになりますので、全てに対して単
一のルールとすることが我々の原則です。

適用時期を延長したいという主張は分
かりますが、これについてSiong氏から何
かコメントはありますか。 
Ｓｉｏｎｇ　適用時期に関しては、最終規
程がボードで承認されるプロセスを踏まえ
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ると、JICPAのような国際会計士連盟
（IFAC）メンバーには、是非その間の
IESBAの議論の状況をよく注視していっ
ていただきたいと思います。現在の構成
及び起草方針に従った規程の最終化は、
2016年の下期を目指しています。

最終化したら、IFACメンバーに対して
その内容が伝えられます。そして、新たな
構成になった場合にどのような変更があ
り得るかについては、その時点で伝えられ
ます。JICPAに対してもその実施を考え
る上で必要となる適用時期についても、
そのときに伝えられることになります。

最終化された新たな構成による規程の
公表は、2016年の９月ごろになると思い
ます。しかし、この規程は、発効が2018
年の予定ですので、例えば、その間に翻
訳、実施準備、コミュニケーション、トレー
ニング、教育などにかける時間が２年確
保できます。

中小事務所に関して懸念が出ているこ
とについて、先ほど議長からコメントがあり
ましたが、私からもコメントさせていただき
たいことが２つあります。

今、ボードで対応しようとしている監査
責任者交替制度の改訂は、監査人の信
頼性の問題にからむので非常に重要なも
のだと考えています。つまり、EPのクーリ
ングオフ期間が現在のように２年間という
ことは、例えば、16年のうち14年も関与
してしまうことになるので、これは信頼性
にかかわる問題になってしまいます。

IESBAとしては、独立性と馴れ合いの
２つについては、極めて重要な問題として
考えているという強いメッセージを市場に
対して発したいと考えました。

EPに関しては、クーリングオフ期間を５
年間に延ばすように非常に強力かつ堅牢
な提案を出しました。先ほど上林さんが
おっしゃったような中小事務所の主張に
ついては、我々の方にも同様の主張がほ

かからも寄せられましたが、我々のボード
はその主張に納得していません。

なぜかといえば、現行の２年間のクーリ
ングオフ期間であっても中小事務所にお
いては、交替要員の新たなパートナーを
確保しなければいけないわけで、既に今
の規程で盛り込まれているわけです。
上林　ありがとうございました。今のお話
の中にも、EPという言葉が何回か出てき
ましたが、これに関して我々はコメントを出
しました。日本の特徴として、監査報告書
は複数名の社員で署名しており、筆頭業
務執行社員が最も影響力のある者だと日
本では理解しています。

そこで、今回の改訂案で示されている
EPに該当するのは日本でいうところの筆
頭業務執行社員だけであり、他の業務執
行社員はEPには該当しないと日本は理解
しています。つまり、クーリングオフ期間は
筆頭業務執行社員だけが５年間、その他
の業務執行社員は２年間と理解していま
すが、この理解で正しいでしょうか。

Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　そのとおりです。実際
に、監査の中で一番重要な意思決定を
する者が、筆頭業務執行社員であるなら

ばそうです。つまり、筆頭業務執行社員
だけが今回の改訂規程で提案するクーリ
ングオフ期間５年間の対象になります。そ
れが我々の提案の精神です。
加藤　ただ、今のIESBA倫理規程の中
には、筆頭業務執行社員（Lead Audit 
Engagement Partner：LAEP）という
用語がありません。EPという用語しかなく、
それをそのまま日本語に翻訳すると、全て
の業務執行社員が対象になってしまうお
それがあります。

そこで私はボードの会議で、この点を
明確にするためにLAEPという用語を倫
理規程で用いるか、又は現行のEPの定
義をより明確にして、筆頭業務執行社員
であることが分かるような定義にしてほし
いという意見を出しました。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　その点はタスクフォー
スで検討させていただきたいと思います。

ただ、私自身の印象では、我々が現在
提案している内容の意味するところは、お
そらく筆頭ということを意味していると思
います。よって、実質的な合意はできてい
ると思いますので、あとはそれをどのよう
に定義するのかという問題だと思います。

違法行為への対応

加藤　続いて、NOCLARプロジェクトに
ついて、議長から、現在の審議状況と今
後の見通しについてお話いただければと
思います。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　NOCLARについては、
現在、最終化の段階に入っています。再
公開草案にはかなりの反応が寄せられて
いますが、そのうちの大多数は、一部条件
付き等を含め、支持するものが占めていま
す。これを受けて我 と々しては、新しい軌
道に乗っていると自信を持つことができて
います。2015年の12月の会議で審議し、
おそらく2016年３月には最終化できる予

日本公認会計士協会倫理担当常務理事　
上林三子雄氏
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定です。
NOCLARというのは、これまでに長

期にわたり議論されてきた問題です。そ
の中で分かってきたのは、このNOCLAR
に関する職業会計士の義務について、新
たな章を開いたのではないかということで
す。こういった、守秘義務を損なうことな
く適切な開示ができる規程は今回初めて
出てきたものです。これは、極めて重要
で、また、公共の利益に資する規程だと
考えています。

現在の改訂案を見ると、非常に骨を
折って苦労して、一段階ずつ、特に、監査
人にとって最終判断の時点に至るまでの
各段階を書いています。これにより、堅牢
で頑健な規程になるようにしています。
上林　再公開草案に対する日本のコメン
トでは、監査以外の業務を提供する職業
会計士（非監査PA）と上級以外の組織
内会計士（非上級PAIB）に対する規程
案については同意しないとコメントしまし
た。

その理由は2つあり、非監査PAが行う
業務は依頼人のために行う特定の業務
であり、従事した専門業務を越えて情報
の入手をすることが非常に難しいことが１
つ目です。

２つ目は、非上級PAIBについてはその
職務範囲や権限の範囲内で、会社のた
めに業務執行することが求められている
ので、その権限を越えて情報を入手する
ことは困難だと考えたからです。

我々の意見についてどのようにお考え
でしょうか。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　守秘義務を損なうこと
なく適切な開示ができる規程は、公平で
しかも正確なものでなければいけないと
考えています。その一方で、既に改訂案
の中には職業会計士のカテゴリーに応じ
て異なった対応の仕方が盛り込まれてお
り、今のような懸念が既に反映されている

と考えます。つまり、会計事務所等の中
でも監査を行う者の責任はより高く、非監
査PAの責任はより低いということです。
上級のPAIBと非上級PAIBの関係につ
いても同じようなことがいえます。

再公開草案に対するコメント対応を検
討するタスクフォースの会議が最近開か
れたので、Siong氏から検討状況につい
て説明してもらいたいと思います。
Ｓｉｏｎｇ　IESBAとしてはNOCLARの
規程を、会計士のカテゴリーに応じて比
例的なものにしようという意図は明確で
す。今、話に出た２つのカテゴリーの会計
士に対する義務や期待、当初の公開草
案を出した後でのPAIBに対しての様々
な利害関係者からの懸念について、ボー
ドは認識していました。

今、申し上げたような具体的な懸念を
含めて、様々な懸念事項について広範な
利害関係者から意見を聞くために、2014
年に世界の各地でいくつかのラウンドテー
ブルを開催しました。その中での議論で
明確になったのは、利害関係者の意見
は、会計士のカテゴリーごとに、彼らの持
つ役割や能力のレベルに応じて責任レベ
ルも違ってしかるべきであり、役割能力の
程度に応じて責任レベルも違ってよいと
いうことで意見の一致が見られました。

これを踏まえ、ボードは、会計士のカテ
ゴリーごとにNOCLARに対して異なった
対応を認めようと考えました。非監査PA
と非上級PAIBに関しては、かなり大幅に
削減された責任しかないことについて、日
本の懸念をボードは認識しております。

違法行為があるかもしれないという可
能性を示唆する情報に接することがあっ
た場合には、全ての会計士が対応しなけ
ればいけないというのは明白なことです。
一方で、非監査PAと非上級PAIBに関
しては、その情報を集める能力が極めて
限られていることも認識しています。

また、問題となる事項について理解を
深めるための情報収集については、監査
人の方がより理解をするための権限が強
大であり、また、上級PAIBについても同
様です。

理解するよう求めるという要件は、非
監査PAと非上級PAIBに関してはかなり
緩和されています。こうした人たちは情
報収集に限界があることから、全体的な
理解はできないかもしれませんが、少なく
とも理解しようとする試み(shal l seek 
to obtain)が求められるということです。

非監査PA又は非上級PAIBが理解し
ようと努力すれば、その対応でこの規程
を満たしていることになりますので、十分
理解するために、全ての必要な情報を集
めることができなかったとしても規程上の
義務を果たしていると考えられます。
上林　もう1点うかがいたいのは、この規
程は強制ではなく、あくまでもガイダンス
であるということでよろしいですか。再公
開草案には、ガイダンスであるという記載
がありますが。
Ｓｉｏｎｇ　基準です。強制か非強制かと
いうことにかかわらず、全ての会計士に対
して、新たな責任(responsibility)を担
わせようとする基準です。

一方で、違法行為に関連するかもしれ
ない情報に遭遇したときのような、非常に
困難な状況に陥ったときに、会計士を支
援するガイダンスを提供することを意図し
ている基準でもあります。

ただ、ボードとしては、この規程を、単に
ガイダンスだから準拠してもしなくてもよい
というように扱ってほしいとは思っていま
せん。違法行為に対して目を背ける状況
になるのは避けたいのです。そのため、
会計士がしっかりと違法行為に関する情
報について対応することを求めています。

日本のコメントを踏まえ、会計士に対し
ての責任を規程の中で明確化するように
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12月の会議でボードに提案する予定で
す。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　私見では、この規程の
記載ぶりは、監査人が何をやるべきかが
詳細かつ段階的に書かれています。監
査人は最高レベルの責任を負っています
が、こういった記載ぶりをすることによって、
法的に確実性を提供することとなり、実
質的に監査人の保護措置にもなると思い
ます。

法律の記載ぶりを例にとりますと、EU
では同様の規程が僅か２～３行で、監査
人は違法行為又はその疑いのある情報
に接した場合には、それを報告しなけれ
ばいけないとしか書いてありません。その
ような状況ではより多くの説明やサポート
が必要になると思います。そうでないと
監査人たちは法的なリスクに晒されるこ
とになります。

今回の改訂案で我々が達成したいの
は、そのような監査人や会計士を守るこ
とであり、法的な不確実性から彼らを保
護することを意図しています。改訂案が
基準であることに変わりはありませんが、
ガイダンスとして監査人やその他の会計
士が段階的に順を追って違法行為に対
応できるようにしたいと思ったわけです。
この点は非常に重要なのでご留意いただ
きたいと思います。
加藤　私もタスクフォースのメンバーです
の で 一 言 コ メントし ま す と、こ の
NOCLARの規程が要求事項なのか、
ガイダンスなのかということについては、
やはりその理解において難しさがあると
思います。再公開草案に寄せられたコメ
ントの中にも、要求事項又はガイダンスの
どちらかにすべきだというコメントがかなり
寄せられています。

それらの理由の１つは、上林さんがおっ
しゃったように、再公開草案の規定の中
で“to guide”という言葉を使っているこ

とにあります。我 タ々スクフォースが、要求
事項ということを避けるためにわざわざ

「ガイダンス」という言葉を使ったのです。
なぜそうしたかというと、最初の公開草

案が守秘義務に反してでも外部に通報す
ることを求めたことに対して、それはあまり
にも強すぎる要求事項だという批判があっ
たので、再公開草案では要求事項でない
ようにしようということがタスクフォースの
結論だったわけです。いずれにせよ、職
業会計士の責任（responsibility）とい
うことにフォーカスして、皆が正しく理解す
るような対応をすべきだと思います。

監査報酬

加藤　続いて、監査報酬に関してスタッ
フペーパーを出そうという取組みについ
てうかがいたいと思います。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　倫理規程との関係に
おける監査報酬の問題は、既に2017年
までの作業計画の中に含まれています。

様々な分野の多くの方々、利害関係
者、特にPIOB（公益監視委員会）から、
監査報酬の切下げプレッシャーが最近非

常に強くなっているという問題を検討して
はどうかとの意見がありました。

監査報酬というのは複雑な問題です。
例えば、監査の効率性にも品質にも、また
監査市場における競争力にも関係しま
す。我々の懸念事項は、この広範囲にと
らえた監査報酬という大きな問題の中で、
どの部分が倫理規程に影響があるのか
ということを見極めたいということです。

この問題に対する準備を始めるための
２つの予備的なステップを踏むことをボー
ドで決定しました。

１つ目のステップは、各国・地域におけ
る監査報酬のトレンドを特定するため、ま
た、各国・地域における規制当局の対応
の傾向を把握するための作業部会を作
ることです。

２つ目のステップとしては、スタッフペー
パーを作成することです。監査報酬に関
する記載は倫理規程に既にあり、監査報
酬のレベル又は倫理的な行動は守らなけ
ればいけない、監査の品質は維持しなけ
ればいけないといった非常にシンプルな
メッセージを盛り込んでいますので、あと
はこの認知向上をしていかなければいけ
ないと考えています。
上林　監査報酬切下げプレッシャーの問
題は、監査人だけでは解決できないので、
このスタッフペーパーについては、企業や
規制当局等幅広い市場関係者に対して
も公表していただきたいと思います。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　監査報酬の問題は他
の市場関係者も含めて対応すべきという
ご意見には全く同感です。したがって、こ
のスタッフペーパーは広範囲に公表すべ
きだと思っており、全ての利害関係者がこ
の文書を入手できるようにしたいと思って
います。しかしな がら、IESBA及 び
IESBA倫理規程に与えられた権限とい
うのは、監査人やその他の会計士のみを
対象にしたものですので、将来的に最終

IESBAボードメンバー　
加藤　厚氏
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化される規程については、やはり監査人
とその他の会計士を対象としたグループ
に対象を絞ったものになります。
加藤　私もこの監査報酬のスタッフペー
パーに関するアドバイザリーグループのメ
ンバーとして議長と共に参加しています
ので、なるべく簡潔でクリアなメッセージ
を適切なオーディエンスに発信できるよう
に、議長と一緒に働きかけていきたいと思
っています。

終わりに

加藤　そろそろ時間になりましたので、最
後に皆様から一言ずつお願いしたいと思
います。
鈴木　本日はどうもありがとうございまし
た。お2人から貴重なお話をうかがうこと
ができ、大変有益なものとなりました。
　本座談会の記事は、職業会計士だけ
でなく財務諸表作成者や利用者を含む
多くの利害関係者の方が読まれると思い
ます。したがいまして、本日お話をうかがっ
て、我々職業会計士に加えて、そういった
多くの利害関係者の方が一丸となって、

IESBAが取り組む様々な活動に対して、
さらなる理解と協力を行っていくための契
機となればよいと考えております。
上林　これは日ごろからIESBAに対して
お願いしていることですが、日本が倫理
規程を完全にアドプションしているといっ
ても、重要なことは、日本の会計士が規程
を完全に理解し、実践・実行しなければ
いけません。英語で書かれた原文を日本
語に訳し、規程内容を正しく理解するた
めにも、できるだけ冗長的な文章は避け、
より分かりやすい英語の文章にしていただ
くよう改めてお願いしたいと思います。
Ｔｈｏｍａｄａｋｉｓ　今回の構成見直しプ
ロジェクトの目的は、文章をより明確でシ
ンプルな翻訳しやすいものにすることを目
的に行っていますので、IESBAにおいて
もこれは継続的に努力していかなければ
いけないことと思います。新たな基準に
ついてもしかりで、翻訳のしやすさは継続
検討課題だと思っています。私自身も英
語が母国語ではありませんので、翻訳の
問題というのは重々理解しています。

まとめの言葉になりますが、本日の意見
交換は本当に実り多きものだったと思いま
す。JICPAの状況や懸念事項を直接う
かがい、より理解を深めることができまし
た。

日本のみならずグローバルな環境にお
いてより良い規程の設定とその実施につ
ながればと思っていますので、そのために
も日本の皆さんとの協力を継続していき
たいと思います。

本日は誠にありがとうございました。
Ｓｉｏｎｇ　本日は、このような機会をいた
だきありがとうございました。JICPAの皆
さんと直接このようなお話をすることがで
きましたし、今後も是非、両組織の間で協
力を続けていきたいと思っています。
鈴木・上林・加藤　ありがとうございまし
た。

日本公認会計士協会副会長　
鈴木昌治氏
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